
年 月 日

事業対策官　井上　英雄（いのうえ　ひでお）

問い合わせ先

災害時に現場で緊急に速やかな調査・復旧工事を

平成２４年度災害時協力会社の募集

　募集内容についての詳細は、別紙を参照してください。

国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

         TEL ０９８５－２４－８２２１(代表)

　最近では大規模、広域的な災害が数多く発生しており、また霧島山（新
燃岳）では今後も噴火が懸念されている状況です。こうした災害は、住民
生活や社会経済活動に支障を来すため、早期の対応が求められ、本協定締
結により協定会社と一体となり円滑で的確な対応を図ることと致します。

　　　　　　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

国土交通省

平成 ２４ ２ ３

記 者 発 表 資 料

　これまでも宮崎河川国道事務所は、災害時に協力していただける地元建
設会社などと協定を結び災害に備えてきました。昨年は新燃岳噴火による
土石流災害の防止を目的とした緊急的土石流対策工事や、東日本大震災の
際には排水ポンプ車などの支援活動を実施しました。

　

　宮崎河川国道事務所は、平成２４年度の災害時協力会社の募集を応急対
策工事等（河川、道路等）６部門、応急対策設計部門（設計コンサルタン
ト）２部門、及び今年度新たに、空中からの情報収集部門について募集を
行います。

募集期間　：　２月３日（金）　～　２月２４日（金）
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平成 24 年度 宮崎河川国道事務所 災害時協力会社募集要項 

 

１．目 的 

 宮崎河川国道事務所では、管理する大淀川・小丸川・宮崎海岸・国道 10 号・国道 220 号・霧

島砂防を主に、災害が発生し、または発生のおそれがある場合に迅速な状況把握、ならびに

的確な災害対応を図るため、下記の部門において協力いただける会社を募集します。 

   平成２４年度は、応急対策工事等（河川・海岸、道路、砂防、機械、電気）、災害対策車の運

転、応急対策設計業務（地質関係「調査・測量・設計」、測量・設計）および平成２４年度より新

たに空中からの情報収集を追加し、９部門で協定を締結させていただきます。 

 

２．募集の内容 

（１）協定期間は、平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日を予定しています。 

（２）募集部門、募集数は下記のとおりです。各部門毎に応募をお願いします。（※複数部門の応

募は可能です。） 

（３）別紙応募申請書に必要事項を記入し、応募してください。 

（４）応募者数が募集数を上回った場合、執行体制や実績等を勘案し選定させていただきます。 

 

①災害時等の応急対策工事等（河川・海岸）    

・大淀川、小丸川、宮崎海岸の災害時等の応急対策工事・洪水時巡視・緊急内水対策車の

運用 

※河川・海岸については、基本協定区間を設定していますので、別図１～６の区間表及び

区間図を参照し、希望順位を２～３区間程度選定して、希望区間優先順位表（様式－１）

及び災害時協力会社応募申請書を提出してください。 

実施箇所等については、協定締結時に調整させていただきます。 

 また、平成２４年度維持工事契約会社は、後日災害協定締結会社の対象となります。 

募集地域（募集数）  宮崎ブロック（１８社）：宮崎出張所管内（５社）、本庄出張所管内

（６社）、高岡出張所管内（４社）、 

宮崎海岸出張所管内（３社） 

                 都城ブロック（ ６社）：都城出張所管内 

                 高鍋ブロック（ ３社）：高鍋出張所管内 
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②災害時等の応急対策工事等（道路）     

 

③災害時等の応急対策工事等（砂防）     

 

④災害時の応急対策工事（機械設備）     

 

⑤災害時の応急対策工事（電気通信）     

 

⑥災害対策車の出動支援     

 

⑦災害時の応急対策設計業務（地質関係「調査・測量・設計」）   

 

・ 国道 10 号、国道 220 号の災害時等の応急対策工事等 

※道路については、下記３ブロックを設定していますので、希望順位を２～３ブロック選定し

て、希望ブロック優先順位表（様式―２）及び災害時協力会社応募申請書を提出してくださ

い。 

  また、平成２４年度維持工事契約会社は、後日災害協定締結会社の対象となります。 

  募集地域（募集数）  宮崎ブロック（１０社程度）：宮崎維持出張所管内 

                 都城ブロック（ ５社程度）：都城国道維持出張所管内 

                 日南ブロック（ ５社程度）：日南国道維持出張所管内 

・霧島砂防の災害時応急対策工事・洪水時巡視 

  募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内（１０数社程度） 

・水門、排水機場、トンネル等の機械設備の災害時の応急対策 

 募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内等（１０数社程度） 

 

・光ファイバー等の電気通信設備の災害時の応急対策 

 募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内（５社程度） 

 

・宮崎河川国道事務所が保有する災害対策車の出動支援  

※対策本部車、情報収集車、照明車の運転等 

また、平成２４年度維持工事契約会社は、後日災害協定締結会社の対象となります。 

 募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内等（５社程度） 

  

・災害時の応急対策に必要な現地調査、検討資料作成（地質調査・解析含む）、測量・設計 

 募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内等（５社程度） 
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⑧災害時の応急対策設計業務（測量・設計）   

 

⑨災害時における空中からの情報収集（航空写真撮影）  

３．応募の参加資格 

（１）災害時等の応急対策工事等（河川・海岸） 

・災害時の応急対策に必要な現地調査、検討資料作成、測量・設計 

 募集地域（募集数）  宮崎河川国道事務所管内等（１０社程度） 

  

・災害状況の早期確認及び災害の緊急対応検討に必要な航空写真の撮影 

 募集数                            ２～３社程度 

  

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度一般土木工事C,D等級、維持修繕工事に係る

一般競争参加資格の認定を受けていること。                     

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において会社（本店）があり、応募した地域の出張所に概

ね１時間以内で到達できる社。 

①宮崎ブロック（宮崎出張所、本庄出張所、高岡出張所、宮崎海岸出張所） 

②都城ブロック（都城出張所） 

③高鍋ブロック（高鍋出張所） 

 

３）実績に関する要件 

・平成９年度以降に、元請けとして以下の同種工事のいずれかの施工実績を有すること。 

  築堤工、護岸工、根固工、河川維持修繕工 

※直轄工事の場合は工事成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 

 

４）執行体制に関する要件 

①一級又は二級土木施工管理技術者を５名以上有する社。 

※技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所を記載してくださ

い。 

尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

（１０名以上有する社は、１０名まで記載してください） 

 

②資材、機材を速やかに調達できる者。 

資材：復旧作業に必要な一般的資材、 

  機材：クレーン車、バックホウ、ブルドーザー、ダンプトラック等 
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（注１）宮崎河川国道事務所管内とは、宮崎市、都城市、小林市、えびの市、日南市、串間市、

西都市、国富町、綾町、高原町、三股町、新富町、高鍋町、川南町、木城町、西米良村

とします。（以下同じ） 

 

（２）災害時等の応急対策工事等（道 路） 

※応募申請書に資機材の存置箇所を記入してください。 

※機材は確認できるものを添付してください。 

例）重機については、「特定自主検査記録表」の写し、ダンプトラックは車検証の写しを提 

出してください。 

 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度一般土木工事 C,D 等級、法面工事、維持修繕

工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。                    

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において会社（本店）があり、応募した地域の出張所に概

ね１時間以内で到達できる社。 

①宮崎ブロック（宮崎維持出張所） 

②都城ブロック（都城国道維持出張所） 

③日南ブロック（日南国道維持出張所） 

 

３）実績に関する要件 

・平成９年度以降に、元請けとして以下の同種工事のいずれかの施工実績を有すこと。 

  道路維持修繕工、構造物補修工、法面工、道路改良工 

※直轄工事の場合は工事成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 

 

４）執行体制に関する要件 

①一級又は二級土木施工管理技術者を５名以上有する社。 

※技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所を記載してくださ

い。 

尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

（１０名以上有する社は、１０名まで記載してください） 

 

②資材、機材を速やかに調達できる者。 

  資材：復旧作業に必要な一般的資材、 

  機材：クレーン車、バックホウ、ブルドーザー、ダンプトラック等 

  ※応募申請書に資機材の存置箇所を記入してください。 

※機材は確認できるものを添付してください。 

例）重機については、「特定自主検査記録表」の写し、ダンプトラックは車検証の写しを提

出してください。 
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（３）災害時等の応急対策工事等（砂 防） 

 

（４）災害時の応急対策工事（機械設備） 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度一般土木工事C,D等級、維持修繕工事に係る

一般競争参加資格の認定を受けていること。                 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において会社（本店）があり、大淀川砂防出張所に概ね１

時間以内で到達できる社。 

  

３）実績に関する要件 

・平成９年度以降に、元請けとして以下の同種工事のいずれかの施工実績を有すこと。 

砂防全般、河川全般、河川維持修繕全般 

※直轄工事の場合は工事成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 

 

４）執行体制に関する要件 

①一級又は二級土木施工管理技術者を５名以上有する社。 

※ 技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所を記載してくださ

い。 

尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

（１０名以上有する社は、１０名まで記載してください） 

 

②資材、機材を速やかに調達できる者。 

資材：復旧作業に必要な一般的資材、 

機材：クレーン車、バックホウ、ブルドーザー、ダンプトラック等 

※応募申請書に資機材の存置箇所を記入してください。 

※機材は確認できるものを添付してください。 

例）重機については、「特定自主検査記録表」の写し、ダンプトラックは車検証の写しを提

出してください。 

 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度機械設備に係る一般競争参加資格の認定を

受けていること。                 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 



 - 7 -

 

（５）災害時の応急対策工事（電気通信） 

 

（６）災害対策車の出動支援 

２）実績に関する要件 

・平成９年度以降に、元請けとして以下のいずれかの同種工事または点検の施工実績を有

すこと。 

水門、排水機場、トンネル等 

※契約書の写しを添付してください。 

 

３）執行体制に関する要件 

・要件無し。  

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度通信設備工事に係る一般競争参加資格の認

定を受けていること。               

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において本社（本店）、支店、営業所等の災害時の連絡先

がある社。  

 

３）実績に関する要件 

・平成９年度以降に、元請として以下のいずれかの同種工事の施工実績を有すること。 

光ケーブル敷設工事、光ケーブル移設工事  

※直轄工事の場合は、工事成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

  ださい。 

 

４）執行体制に関する要件 

①技術士（電気・電子部門）、又は技術士（総合技術管理部門・電気・電子科目）又は、一

級、二級電気工事施工管理技士を連絡先の社に５名以上保有していること。 

②資材、機材を速やかに調達し迅速な復旧作業が可能な社 

資材：架空および地中管内敷設された、光ケーブルの復旧作業に必要な一般的な資材 

機材：高所作業車、移動式クレーン、トラック、融着器、光試験機等 

 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における役務の提供等に係る一般競争参加資格の認定又は平成２３・２

４年度一般土木工事 C,D 等級、維持修繕工事に係る一般競争参加資格の認定を受けて

いること。                 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 
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（７）災害時の応急対策設計業務 （地質関係「調査・測量・設計」） 

（注２）九州地方整備局管内とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、宮崎

県とします。（以下同じ） 

 

（８）災害時の応急対策設計業務 （測量・設計） 

・宮崎河川国道事務所管内において本社（本店）の災害時の連絡先があること。 

 

３）執行体制に関する要件 

・自動車運転免許（大型又は中型）保持者を５名以上有する社。 

※免許証の写しを添付してください。 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度土木関係建設コンサルタント業務（測量設計

かつ地質調査）に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において本社（本店）、支店、営業所等の災害時の連絡先

があること。 

３）実績に関する要件 

①平成１４年度以降に、宮崎県内における国・県等又は市町村等が発注した下記の業務実

績を有すること。尚、１件以上は地質調査業務を含むこと。 

・公共土木施設の設計業務 

・公共土木施設に関する地質調査業務 

※３件以上の業務実績を有する社は、３件まで記載してください。 

※直轄業務の場合は業務成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 

 

４）執行体制に関する要件 

①緊急業務に対応する体制として九州地方整備局管内（注２）に下記の在勤者があること。 

○ 下記のいずれかの資格を有する者が２名以上 

・技術士(応用理学部門[選択科目；地質]) 

・RCCM（応用理学部門[選択科目；地質]） 

○測量士１名以上、測量士補含め総計が５名以上 

 

※技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所を記載してくださ

い。 

 尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度土木関係建設コンサルタント業務（測量設計）

に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな
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（９）災害時における空中からの情報収集（航空写真撮影） 

い者であること。 

２）地理的要件 

・宮崎河川国道事務所管内（注１）において本社（本店）、支店、営業所等の災害時の連絡先

があること。 

３）実績に関する要件 

①平成１４年度以降に、宮崎河川国道事務所管内（注１）における国・県等又は市町村等が

発注した下記の業務実績を有すること。 

・公共土木施設の設計業務 

※３件以上の業務実績を有する社は、３件まで記載してください。 

※直轄業務の場合は業務成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 

４）執行体制に関する要件 

①緊急業務に対応する体制として宮崎河川国道事務所管内（注１）に下記の在勤があるこ 

  と。 

○下記のいずれかの資格を有する者が１名以上 

・技術士(総合技術監理部門又は建設部門又は応用理学部門[選択科目；地質]) 

・RCCM（専門技術の部門は問わない） 

○測量士１名以上、測量士補含め総計が５名以上 

※技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所を記載してくだ  

さい。 

尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

１）基本的要件 

①九州地方整備局における平成２３・２４年度測量業務に係る一般競争参加資格の認定を

受けていること。 

②予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 

 

２）地理的要件 

・本社（本店）、支店、営業所等が九州地方整備局管内（注２）にあること。 

・自社の航空機を所有し、航空機の基地が九州地方整備局管内（注２）にあること。 

 

３）実績に関する要件 

①国・県等又は市町村が発注した下記ア）、イ）の実績を有すること。 

ア）平成１４年度以降における宮崎県内の航空写真撮影（業務、役務のどちらでもよい。）

イ）平成１４年度以降における宮崎県内の測量業務（空中写真測量業務等、陸上での一

般な測量業務のどちらでもよい。） 

 

 

※直轄業務の場合は業務成績評定通知書、その他の場合は契約書の写しを添付してく

ださい。 
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１） 募集期間、応募申請書の提出先及び方法等 

 

①募集期間 ：平成２４年２月３日（金）～２月２４日（金）１７時００分 

②提出先   ：各部門担当者 

③提出方法 ：郵送又はＦＡＸ 

         ※ＦＡＸの場合は、後日、郵送による提出をお願いします。 

※各部門担当者へ「応募申請書を提出した旨」の電話連絡をお願いします。 

④提出資料：応募申請書を提出 

※応募申請書は、こちらからダウンロードできます（xls・doc 形式）。 

⑤問い合わせ先 ： 0985-24-8221(事務所代表電話) 

【総括】事業対策官 井上（いのうえ） 

【協定事務全般】河川管理課 専門職 岡松（おかまつ） 

 

２）各部門担当者及びＦＡＸによる提出先 

（１）災害時等の応急対策工事等（河川・海岸） 

工務第一課 専門職 松元（まつもと） ＦＡＸ ０９８５―２４－８４９６ 

（２）災害時等の応急対策工事等（道路） 

道路管理二課 建設専門官 内田（うちだ） ＦＡＸ ０９８５―３１－９３６３ 

（３）災害時等の応急対策工事等（砂防） 

工務二課 専門職 神守（かみもり） ＦＡＸ ０９８５―２４－８４７３ 

（４）災害時の応急対策工事（機械設備） 

防災課 専門職 田辺（たなべ） ＦＡＸ ０９８５―２４－８２３３ 

（５）災害時の応急対策工事（電気通信） 

防災課 専門職 高野（たかの） ＦＡＸ ０９８５―２４－８２３３ 

（６）災害対策車の出動支援 

防災課 専門職 田辺（たなべ） ＦＡＸ ０９８５―２４－８２３３ 

（７）災害時の応急対策設計業務（地質関係「調査・測量・設計」） 

調査第一課 専門官 平（たいら） ＦＡＸ ０９８５―２４－８５０６ 

（８）災害時の応急対策設計業務（測量・設計）      

調査第一課 専門官 平（たいら） ＦＡＸ ０９８５―２４－８５０６       

（９）災害時における空中からの情報収集（航空写真撮影） 

工務第二課 専門職 神守（かみもり） ＦＡＸ ０９８５―２４－８４７３    

４）執行体制に関する要件 

・申請書に記載の本店・支店等に配置予定技術者が常駐していること。 

測量士１名以上 

※ 技術者一覧表（様式自由）；氏名、資格名称、登録番号及び在勤場所の添付し

てください 

   尚、当該一覧表は会社名・捺印を付してください。 

 

 

４．手続き等 
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３）郵送による提出先 

     〒880－8523 宮崎県宮崎市大工２丁目３９番地  

九州地方整備局 宮崎河川国道事務所  

        ※封筒に「応募部門及び担当者名」を記載し送付してください。 

          記載例：応募申請書在中「災害時等の応急対策工事等（○○）部門」  

○○課 ○○専門職（官） 行 

 

４）選定結果の通知 

    選定結果については ３月２３日（金）までに宮崎河川国道事務所ＨＰでお知らせします。 

    

 



別図－１ 応急対策工事 区間図
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別図－２ 宮崎出張所管内 河川巡視・緊急内水対策車 区間割
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別図－３ 高岡出張所管内 河川巡視・緊急内水対策車 区間割
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別図－４ 本庄出張所管内 河川巡視・緊急内水対策車 区間割
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別図－５ 都城出張所管内 河川巡視・緊急内水対策車 区間割
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